
 

 

【町内事業所向け】 ※令和７年度新規事業 

町ではＳＤＧｓ推進による持続可能な社会の実現を目指し、温室効果ガスの排出削減に取り組んでいます。 

 
 

 
 

〇省エネルギー診断は、脱炭素経営への第一歩です。 
この補助金により、実質「ゼロ」円で診断を受けること 

ができます！  
〇専門家からの「省エネ実現に向けた提案」や「設備更 
新に活用できる補助金の助言」等が期待できます！ 

【補助対象者】  

町内に事務所または事業所を有する中小企業及び個人事業主 

【補助対象となる省エネ診断】 

下表記載の「①省エネ診断」又は「②省エネ最適化診断」を対象とする。 
 

診断名 

【実施団体】 
事業概要 

（詳細は右記QRコード等で確認ください） 

 HPアドレス 
 QRコード 

①省エネ診断 

【(一社)環境共創イニシアチブ】 

 

〇状況に沿った診断・伴走支援をご希望の場合 
 

⇒設備１つから受けられる「ウォークスルー 

診断」又は「IT診断」によるエネルギー使

用分析。 

 ⇒設備更新の仕様検討や補助金申請のサポー 

トなどの「伴走支援」も可能。 

 

https://shoenesh

indan.jp/ 

 

②省エネ最適化診断 

【(一財)省エネルギーセンター】 

 

〇工場やビル全体の包括的診断をご希望の場合 
 

⇒約1日の診断で工場・ビル等全体のエネル 

ギーの無駄を確認。 

 ⇒希望すれば「ステップアップ診断」で 

データに基づく詳細な診断も可能。 

https://www.shin

dan-net.jp/  
 

 

＜お問い合わせ＞棚倉町住民課消防環境係  

0247-33-2116（直通） 

上記診断費用の事業者負担分を町が補助します。 

予算上限に達したら募集を締め切りますので、募集状況や申請手続き

は町ホームページ(下記URL)で必ず確認してね！！ 

⇒https://www.town.tanagura.fukushima.jp/jumin/page002920.html 

https://shoeneshindan.jp/
https://shoeneshindan.jp/
https://www.shindan-net.jp/
https://www.shindan-net.jp/

